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消費税率引き上げに伴う施設使用料金等の改定について（お知らせ）  

  

 日頃より、当所の運営に御理解賜り、誠にありがとうございます。 

さて、施設使用料金等（以下、「施設使用料金」という。）については、平成２８年８月２４日

の閣議決定において、「消費税率の１０％への引き上げの施行日を平成３１年１０月１日とする。」

とされていることから、消費税率の引上げが実施された場合には、施設使用料金の改定を予定い

たしております。 

なお、具体的な施設使用料金につきましては、改めてお知らせ申し上げます。 

 

今後とも当所では、利用団体の皆様の体験・研修活動がさらに充実したものとなるよう、職員

一同で支援に努めてまいりますので、引き続きよろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

                    

 

  

 

 

【お問い合わせ先】 

国立中央青少年交流の家 事業推進係 

ＴＥＬ：０５５０－８９－２０２０ 

ＦＡＸ：０５５０－８９－２０２５ 

Ｅ-mail：fujinosato@niye.go.jp 


